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職
業
安
定
法
施
行
規
則
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
、
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
業
紹
介
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
の

翌
日
か
ら
三
月
の
期
間
は
、
引
き
続
き
当
該
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

第
二

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
派
遣
元
責
任

者
に
つ
い
て
は
、
当
該
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
の
翌
日
か
ら
三
月
の
期
間
は
、
引
き
続
き
当
該
基
準
に
該
当
す

る
も
の
と
み
な
す
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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